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平成 27年 5月 18 日 

各      位 

会 社 名 ジ ー エ フ シ ー 株 式 会 社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  西村 公一 

 （ 証 券 コ ー ド  ７ ５ ５ ９ ） 

問合せ先 専務取締役管理本部長  飯尾 照男 

 （電話番号 ０５８－３８７－８１８１）

 

 

内部統制システムの基本方針の一部改定について 

 

 当社は、平成 27年 5月 18 日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針について、下記

の通り一部改定することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、改定箇所には下線を付しております。 

記 

 

①取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

（Ａ）当社は「食文化のゆとりと夢の創造」を基本理念とし、株主、取引先、従業員と共に繁栄・発展

する企業として社会に貢献することを経営理念としている。その理念の具体化としての当社及び子

会社（以下、当社グループという）のすべての役員及び従業員が遵守すべきジーエフシーグループ

行動規範を定める。 

（Ｂ）取締役会は、グループ行動規範を基に、当社グループにおけるコンプライアンス体制の整備に努

め、コンプライアンス関連諸規程の制定及び、これら規程遵守の教育及び周知徹底を図る。 

（Ｃ）コンプライアンス推進に関する重要方針の決定及び法令違反事件に関する調査、是正措置・再発

防止策の実施並びに教育、研修の任にあたるものとしてコンプライアンス委員会を設ける。委員長

は社長とし、各本部長及び経営企画室長を委員とする。 

（Ｄ）当社グループの取締役及び従業員による法令違反もしくは業務遂行上疑義のある行為等の早期発

見・是正を目的に内部通報窓口「ヘルプライン」を設置する。 

（Ｅ）当社グループは、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは取引

を含めた一切の関わりを持たず、反社会的勢力からの不当要求に対して、毅然とした態度で臨む。 

万が一不当な要求や妨害行為等が発生した場合には、顧問弁護士、所轄警察署、外部専門機関と密

接に連携し、法律に即した対応を行う。 

 

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務の執行に係る文書、その他関連情報については、社内規程に従い適切に保管すると共に、

必要に応じ閲覧可能な状態を維持する。 
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③損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（Ａ）当社は、当社グループのリスク管理についての規程を策定し、グループ業務の推進に伴う重要な

個々のリスクに対しては責任部署を定め、その分掌範囲について責任を持って対応策・予防策を講

じる体制をとり、必要な場合には全社に示達する。 

（Ｂ）取締役会は、リスクの確認とその対策等の整備状況について定期的に確認する。 

（Ｃ）リスクが実現化し、重大な損害の発生が予測される場合は、社長を対策本部長とする危機管理対

策本部を立ち上げる。又、社長は取締役に事象の発生、報告及びその過程を報告する。 

 

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

（Ａ）当社は中期計画を定め、基本戦略を明確にし、年度予算により売上げや利益を設定し、目標達成

に向けた経営を実践する。 

（Ｂ）取締役等の職務の執行の効率性確保のため、取締役会規程、職務分掌規程、その他社内規程を遵

守し指揮命令関係等を通じた効率的な業務執行を推進する。 

（Ｃ）取締役の業務執行状況の監督並びに重要事項の決定等は、毎月定例取締役会を開催し、これを行

う他に、毎朝の役員ミーティングの報告の中で問題点の把握検討を行い、効率的に実施する。 

 

⑤当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

（Ａ）当社は子会社の業務執行の適正の確保及び連携確保の目的から子会社の営業成績、財務状況その

他の重要な情報について、定期的に当社での報告を義務づける。この報告会には当社の業務執行取

締役及び常勤監査役も出席する。また、定期の報告会以外にも、重要な事象が発生した場合には、

随時報告を義務づける。 

（Ｂ）子会社の経営管理は経営企画室が担当し、子会社から経営状況の報告を受けるとともに、十分な

情報交換、意見調整を行い、グループ全体としての経営の効率を確保する。 

（Ｃ）当社グループのすべての取締役及び従業員が利用できるヘルプラインを整備し、コンプライアン

スに関する基本ルールをグループ共通のものとし、コンプライアンス経営の徹底を図る。 

 

⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、及

び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 

（Ａ）監査役の業務を補助する従業員は特に設けない。但し、監査役がその職務を補助すべき従業員を必

要とするときは、代表取締役の承認を得て内部監査担当部門をこれに当てる。 

（Ｂ）監査役の職務の補助に当たる者は、その間は監査役の指揮命令に従い、取締役からの独立性を確保

するものとする。 

 

⑦当社グループの取締役及び使用人が当社監査役に報告するための体制、その他当社監査役への報告に

関する体制、及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

（Ａ）監査役は取締役会のほか、重要な意思決定の過程その他取締役の職務の執行状況を把握するため、

経営会議その他の重要な会議に出席し、又主要な稟議書その他業務執行に関する資料を閲覧し、意

見を述べることができる。 
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（Ｂ）当社グループの取締役及び従業員は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したとき、

その他法令定款違反等の事実を発見したときは速やかに監査役に報告する。 

（Ｃ）監査役は、コンプライアンス委員会に出席し、運用状況等につき報告を受ける。 

（Ｄ）当社グループは、当社監査役に報告を行ったグループの取締役及び従業員に対し、当該報告を行

ったことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役、従

業員に周知徹底する。 

（Ｅ）当社グループの内部通報制度の担当部署である総務部は、当社グループの取締役及び従業員から

の内部通報の状況について、定期的に監査役に対して、報告をする。 

（Ｆ）監査役は、内部監査部門、会計監査人、子会社の監査役とも意見交換をし、監査の実効性を確保

する。 

 

⑧監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について

生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

（Ａ）監査役がその職務の執行について、会社法第３８８条に基づく費用の前払い等の請求をしたとき

は、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要

でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。 

（Ｂ）監査役が、弁護士、公認会計士等外部専門家の任用をすることを求めてきた場合、監査役の職務

の執行上必要と認めるときは、その費用を負担する。 

（Ｃ）監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。 

 

⑨財務報告の適正性を確保するための体制 

当社グループは、財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効且

つ適切な提出に向け、内部統制システム構築を行う。又、このシステムが適正に機能することを継続的

に評価し、必要な是正を行う。 

 

以 上 


